
　

平
成　

年
度
の
税
制
改
正
で
見
直
し
が
行
わ
れ
、

２２

市
・
道
民
税
に
つ
い
て
は
、
平
成　

年
度
か
ら
適
用
さ

２４

れ
ま
す
。

　

こ
の
見
直
し
で
は
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
伴
い
、

満　

歳
未
満
の
年
少
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶
養
控
除

１６
が
廃
止
さ
れ
る
ほ
か
、
高
校
授
業
料
無
償
化
に
伴
い
、

満　

歳
以
上　

歳
未
満
の
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部
分

１６

１９

（　

万
円
）が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

１２
　

ま
た
、
特
定
扶
養
親
族
の
範
囲
が
満　

歳
以
上　

１６

２３

歳
未
満
か
ら
満　

歳
以
上　

歳
未
満
に
変
更
と
な
り

１９

２３

ま
す
。（
上
図
参
照
）

　

控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
が
同
居
特
別

障
害
者
で
あ
る
場
合
に
、
配
偶
者
控
除
ま
た
は
扶
養

控
除
一
人
ひ
と
り
の
額
に　

万
円
を
加
算
し
て
い
る

２３

措
置
が
、
扶
養
控
除
の
見
直
し
に
伴
い
、
同
居
特
別

障
害
者
控
除
の
額
を　

万
円
と
す
る
措
置
に
改
め
ら

５３

れ
ま
す
。（
右
下
図
参
照
）

　

平
成　

年
度
の
税
制
改
正
で
適
用
下
限
額
が
、
５

２３

千
円
か
ら
２
千
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
見
直
し
は
、
平
成　

年
中
の
寄
附
金
か
ら
対

２３

象
と
な
り
、
平
成　

年
度
分
以
後
の
市
・
道
民
税
に
適

２４

用
と
な
り
ま
す
。
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平
成

年

平
成
　
年
度度

２４２４
市
・
道
民
税
の
主
な
改
正

市
・
道
民
税
の
主
な
改
正
点点

扶養控除の見直し

同居特別障害者加算の改組

扶
養
控
除
を
見
直

扶
養
控
除
を
見
直
しし

同
居
特
別
障
害
者
加
算
の

同
居
特
別
障
害
者
加
算
の
　
　
　
　
　

特
例
措
置
を
改

特
例
措
置
を
改
組組

寄
附
金
税
額
控
除

寄
附
金
税
額
控
除
のの

適
用
下
限
額
を
引
き
下

適
用
下
限
額
を
引
き
下
げげ



煙
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
所
得
割

の
課
税
の
特
例
を
平
成　

年
度
ま
で
延
長

２７

煙
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
お
よ
び
譲
渡
所
得
に
係

る
３
%
軽
減
税
率
の
特
例
を
２
年
延
長

煙
非
課
税
口
座
内
の
小
額
上
場
株
式
に
係
る
配
当
所

得
お
よ
び
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
措
置
の
施
行
日

を
２
年
延
長

酸
東
日
本
大
震
災
で
受
け
た
損
失
の
金
額
に
つ
い

て
、
納
税
義
務
者
の
選
択
に
よ
り
、
平
成　

年
に

２２

生
じ
た
損
失
の
金
額
と
し
て
、
平
成　

年
度
以
降

２３

の
市
・
道
民
税
の
雑
損
控
除
お
よ
び
雑
損
失
の
金

額
の
控
除
の
特
例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

酸
東
日
本
大
震
災
で
受
け
た
損
失
の
金
額
の
う
ち
、

雑
損
控
除
額
の
控
除
を
適
用
し
て
総
所
得
金
額
等

か
ら
控
除
し
て
も
控
除
し
き
れ
な
い
金
額
に
つ
い

て
の
繰
越
期
間
を
３
年
か
ら
５
年
に
延
長
で
き
ま

す
。

酸
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
て

い
た
住
宅
が
、
東
日
本
大
震
災
で
居
住
の
用
に
供

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
控
除

対
象
期
間
の
残
り
の
期
間
に
つ
い
て
引
き
続
き
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
先　

市
税
務
課
市
民
税
係

7 平成23年11月 　　　　　　　

恐怯 年末調整等説明会 怯恐
　年末調整事務および源泉徴収票・同合計表等の
作成要領などの説明会を行います。
　なお、当日は、事前に送付した書類を持参して
ください。
日　時　１１月１６日我　午後２時～３時４０分
会　場　まなみーる（９西４）
問合先　岩見沢税務署（２東４）緯２２局０８１０

橋 税理士会の税の無料相談 橋
日　時　１１月１２日臥　午前１０時～正午
会　場　ＺＡＷＡハウス（４西２　ぷらっとパー

ク内）
問合先　北海道税理士会岩見沢支部
　　　　緯２２局５０５０（税理士法人ＴＡＣＳ内）

　パートやアルバイトの収入は給与所得となります。収入額により、税金は下の表のようになります。　
ただし、市・道民税の所得割と所得税は、所得控除の額により、かからない場合があります。詳しくはお
問い合わせください。

配偶者特別控除配偶者控除・扶養控除所得税市・道民税収入額

受けられない受けられるかからない

かからない９７万円以下

均等割がかかる９７万円超　100 万円以下

均等割と所得割が
かかる

100 万円超　103 万円以下
受けられる受けられないかかる103 万円超　141 万円未満

※収入額で１３０万円を超えると、社会保険の扶養にはなれません。

税を考える週間　１１月１１日画～１７日牙

テーマ「税の役割と税務署の仕事」

　パート・アルバイトの収入と税金

そ
の
他
の
改
正

そ
の
他
の
改
正
点点

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
の

負
担
軽
減
措
置

相続や贈与等によ相続や贈与等によりり
生命保険を年金形式で受給した方生命保険を年金形式で受給した方へへ
　遺族の方が年金形式で受給する生命保険のうち、
相続税が課税された部分については、所得税の課税
対象とならないとする最高裁判所判決を受け、昨年
１０月から税務上の取り扱いが変更されています。
《過去５年以内に受給した各年分》
　納めすぎとなった所得税、市・道民税について、
手続きをすることで、随時、還付しています。
《平成１２年以降、５年間に受給した各年分》
　納めすぎとなっている所得税に相当する額を特
別還付金として支給する制度が創設されました。
この特別還付金の支給を受けた方は、納めすぎと
なっている市・道民税についても、相当する額の支
給が受けられる可能性がありますので、詳しくは
お問い合わせください。
手続き・問合先　
（所得税）　岩見沢税務署（２東４）緯２２局０８１０
（市・道民税）　市税務課市民税係

ご存知ですか？


